
〇 
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準 

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

 

文
部
科
学
省
告
示
第
四
十
五
号 

最
終
改
正 

令
七
・
九
・
二
十
四
文
科
告
一
一
一 

 

第
一
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。）

に
関
す
る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
四
条
第

一
項
の
認
可
（
設
置
者
の
変
更
及
び
廃
止
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
及
び
第
五
条
第
一
項

を
除
き
、
以
下
同
じ
。）
の
申
請
の
審
査
に
関
し
て
は
、
法
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文

部
省
令
第
二
十
八
号
）、
高
等
専
門
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
二
十
三
号
）、
大

学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）、
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年

文
部
省
令
第
二
十
一
号
）、
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）、

短
期
大
学
通
信
教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
号
）
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準

（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学

省
令
第
三
十
三
号
）、
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
四
号
）

そ
の
他
の
法
令
に
適
合
す
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
審
査
の
基
準
と
す
る
。 

一 

長
期
的
か
つ
安
定
的
に
学
生
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
見
通
し
が
あ
る
こ
と
。 

 

二 

人
材
の
養
成
に
関
す
る
目
的
そ
の
他
の
教
育
研
究
上
の
目
的
が
、
人
材
の
需
要
の
動
向
を
考

慮
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
等
社
会
の
要
請
を
十
分
に
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

大
学
等
に
関
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
（
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八

年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
文
部
科

学
大
臣
の
定
め
る
分
野
に
係
る
私
立
の
大
学
の
学
部
若
し
く
は
大
学
院
の
研
究
科
又
は
法
第
百

八
条
第
二
項
の
大
学
の
学
科
の
収
容
定
員
に
係
る
学
則
の
変
更
で
あ
っ
て
、
当
該
分
野
ご
と
の

収
容
定
員
の
総
数
の
増
加
を
伴
わ
な
い
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
に
係
る
大
学
に

置
く
学
部
（
学
部
の
学
科
ご
と
に
修
業
年
限
が
異
な
る
場
合
は
学
科
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。）（
大
学
設
置
基
準
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
学
部
等
連
係
課
程
実
施
基
本
組
織
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
短
期
大
学
に
置
く
学
科
（
学
科
の
専
攻
課
程
ご
と
に
修
業

年
限
が
異
な
る
場
合
は
専
攻
課
程
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
短
期
大
学
設
置
基
準
第

三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
科
連
係
課
程
実
施
学
科
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
置
く
学
科
の
収
容
定
員
充
足
率
（
当
該
認
可
の
申
請
を
す
る

年
度
の
五
月
一
日
現
在
の
収
容
定
員
（
通
信
教
育
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
の
数
に
対
す
る
学
生

（
通
信
教
育
に
係
る
課
程
に
在
籍
す
る
者
を
除
く
。）
の
数
の
割
合
（
当
該
割
合
の
小
数
点
以
下

二
位
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）
が
、
一
・
一
五
倍
（
当
該
認
可
の
申
請
を
す
る
年
度
に
お
い
て
、
収
容
定
員
（
通
信

教
育
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
が
四
千
人
以
上
の
大
学
の
学
部
で
あ
っ
て
、
入
学
定
員
が
百
人
以

上
三
百
人
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・
一
〇
倍
、
入
学
定
員
が
三
百
人
以
上
の
も
の
に
あ
っ

て
は
一
・
〇
五
倍
）
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

四 

大
学
等
に
関
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
大
学
に
置
く
学
部
又
は
短
期
大

学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
置
く
学
科
の
収
容
定
員
充
足
率
が
、
〇
・
五
倍
を
上
回
る
こ
と
。 

五 

歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
獣
医
師
及
び
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
若
し
く
は
収

容
定
員
増
又
は
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
等
の
設
置
で
な
い
こ
と
。 

六 

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
科
大
学
院
（
第
五
条
及
び
第
六

条
に
お
い
て
単
に
「
法
科
大
学
院
」
と
い
う
。）
の
設
置
で
な
い
こ
と
。 

２ 

大
学
等
に
関
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
大
学
等
に
置
く
学
部
等
（
学
部
又

は
学
科
（
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
学
科
に
限
る
。）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
第
三
号
の
収
容
定
員
充
足
率
の
算
定
に

つ
い
て
は
、
当
該
学
部
等
に
在
籍
す
る
学
生
の
数
か
ら
修
業
年
限
超
過
学
生
（
修
業
年
限
を
超
え
て

在
籍
し
て
い
る
学
生
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
っ
て
修
業
年
限
を
超
え
て
在

籍
す
る
期
間
が
二
年
以
内
の
も
の
の
数
（
海
外
の
大
学
、
短
期
大
学
又
は
高
等
学
校
に
留
学
し
た
修

業
年
限
超
過
学
生
に
あ
っ
て
は
、
修
業
年
限
を
超
え
る
在
籍
期
間
が
三
年
以
内
の
も
の
の
数
）
を
控

除
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

毎
年
度
、
授
業
計
画
書
（
授
業
科
目
、
授
業
の
方
法
及
び
内
容
、
年
間
の
授
業
の
計
画
、
成
績

評
価
の
方
法
及
び
基
準
そ
の
他
の
授
業
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
を
い
う
。）
を

作
成
し
、
公
表
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

Ｇ
Ｐ
Ａ
等
（
学
生
等
の
履
修
科
目
に
係
る
成
績
の
平
均
を
数
値
で
表
す
客
観
的
な
指
標
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。）
及
び
そ
の
算
出
方
法
の
設
定
、
公
表
及
び
適
切
な
運
用
を
行
っ

て
い
る
こ
と
。 

三 

成
績
不
振
の
学
生
へ
の
個
別
指
導
を
大
学
等
と
し
て
主
体
的
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
。 

３ 

大
学
等
に
関
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
大
学
等
に
置
く
学
部
等
で
あ
っ
て

当
該
学
部
等
の
設
置
後
当
該
学
部
等
に
お
け
る
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
を
経
過
し
て
い
な
い

も
の
又
は
当
該
学
部
等
の
収
容
定
員
を
変
更
し
た
後
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
（
編
入
学
定
員

を
変
更
し
た
学
部
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
学
部
等
の
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
と
編
入
学
定
員

を
設
け
て
い
る
年
次
の
年
数
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
に
一
年
を
加
え
た
年
数
）
を
経
過
し
て
い

な
い
も
の
に
対
す
る
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
中

「
収
容
定
員
（
通
信
教
育
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
修
業
年
限
に
お
け
る
年

次
別
に
区
分
し
た
入
学
定
員
（
大
学
が
編
入
学
定
員
を
設
け
て
い
る
場
合
に
お
け
る
編
入
学
定
員

を
設
け
て
い
る
年
次
以
上
の
年
次
に
あ
っ
て
は
、
入
学
定
員
と
編
入
学
定
員
の
合
計
数
）
に
相
当
す

る
数
の
合
計
の
数
」
と
す
る
。 



４ 

大
学
等
に
関
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
大
学
等
に
置
く
学
部
等
（
申
請
の

日
に
お
い
て
当
該
学
部
等
の
設
置
後
当
該
学
部
等
に
お
け
る
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
を
経
過

し
て
い
な
い
も
の
又
は
当
該
学
部
等
の
収
容
定
員
を
変
更
し
た
後
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数（
編

入
学
定
員
を
変
更
し
た
学
部
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
学
部
等
の
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
と
編

入
学
定
員
を
設
け
て
い
る
年
次
の
年
数
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
に
一
年
を
加
え
た
年
数
）
を
経

過
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
当
該
大
学
等
の
国
際
競
争
力
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と

し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
認
定
す
る
も
の
に
対
す
る
第
一
項
第
三
号
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
一
・
一
五
倍
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
二
〇
倍
」
と
、「
一
・

一
〇
倍
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
一
五
倍
」
と
、「
一
・
〇
五
倍
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
一
〇
倍
」
と

す
る
。 

５ 

外
国
に
学
部
又
は
学
科
を
設
け
る
大
学
及
び
外
国
に
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
に
対
す
る
第
一

項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
収
容
定
員
充
足
率
に
当
該
大
学
が
外
国
に
設
け
る
学
部

（
学
部
の
う
ち
一
部
の
学
科
の
み
を
外
国
に
設
け
る
場
合
に
は
当
該
一
部
の
学
科
）
又
は
当
該
短

期
大
学
が
外
国
に
設
け
る
学
科
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
に
設
け
る
学
部
等
」
と
い
う
。）

の
う
ち
開
設
後
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
が
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
係
る
収
容
定
員
充
足
率

を
含
ま
な
い
も
の
と
し
、
同
号
中
「
一
・
〇
五
倍
」
と
あ
る
の
は
、「
一
・
〇
五
倍
、
第
五
項
に
規

定
す
る
外
国
に
設
け
る
学
部
等
で
あ
っ
て
、
設
置
後
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
が
経
過
し
た
も

の
に
あ
っ
て
は
一
・
三
〇
倍
」
と
す
る
。 

６ 

外
国
に
学
部
又
は
学
科
を
設
け
る
大
学
及
び
外
国
に
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
に
対
す
る
第
一

項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
収
容
定
員
充
足
率
に
外
国
に
設
け
る
学
部
等
で
あ
っ
て

設
置
後
当
該
学
部
等
に
お
け
る
修
業
年
限
に
相
当
す
る
年
数
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
係
る
収

容
定
員
充
足
率
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

７ 

第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学

科
（
薬
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
設
置
及
び
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に

係
る
学
則
の
変
更
（
以
下
「
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
」
と
い
う
。）
の
認
可
の
申
請
で

あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
薬
剤
師
の
数
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
薬
剤
師
の
確
保
を
特
に
図
る

べ
き
地
区
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
区
域
に
お
い
て
、
地
域
に
お

け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以

下
「
医
療
介
護
総
合
確
保
法
」
と
い
う
。）
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県

が
作
成
す
る
計
画
に
基
づ
き
行
お
う
と
す
る
も
の
（
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に

係
る
学
則
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該
計
画
に
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
に
係
る
入

学
定
員
及
び
編
入
学
定
員
（
以
下
「
入
学
定
員
等
」
と
い
う
。）
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た
人
数

の
増
加
を
行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
審
査

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

第
二
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
大
学
等
に
関
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
を
審
査
す
る
場
合

に
お
い
て
、
大
学
等
に
関
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
を
行
っ
た
者
（
以
下
「
認
可
申
請

者
」
と
い
う
。）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
認
可
を
し
な
い
も
の
と
す

る
。 

一 

大
学
等
に
関
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
又
は
同
条
第
二
項
の
届
出
に
お
い
て
、

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
が
判
明
し
た
日
か
ら
起
算
し

て
五
年
以
内
で
相
当
と
認
め
る
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の 

二 

認
可
申
請
者
が
設
置
す
る
大
学
等
に
つ
い
て
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
命
令
、
法
第

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勧
告
又
は
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
命
令
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
命
令
等
」
と
い
う
。）
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
命
令
等
に
係
る
事

項
の
改
善
が
認
め
ら
れ
な
い
者 

三 

大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
文

部
科
学
省
令
第
十
二
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
設
置
計
画
の
履
行
の
状
況
が
著
し
く
不
適
当

と
認
め
ら
れ
る
大
学
等
を
設
置
す
る
者 

第
三
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
医
師
の
養
成
に
係
る
収
容
定

員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
度
に
令
和
十
二
年
度
ま
で
の

期
間
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
（
以
下
「
医
学
部
」
と
い
う
。）
に
係
る
収
容
定
員
増

を
行
お
う
と
す
る
大
学
が
、
当
該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
等
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
増

加
を
行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
認

可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
作
成
す
る

医
療
に
関
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
等
の
増
加
と
し
て
記
載
さ
れ
た

人
数
（
地
域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
医
師
が
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域

の
病
院
又
は
診
療
所
に
将
来
勤
務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
医
学
部
の
学
生
に
対
す
る
修
学

資
金
を
都
道
府
県
が
貸
与
し
よ
う
と
す
る
人
数
以
内
に
限
る
。）
の
増
加
又
は
各
都
道
府
県
に
お

け
る
医
療
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
自
治
医
科
大
学
に
お

け
る
人
数
の
増
加 

二 

当
該
大
学
の
医
学
部
に
お
い
て
、
他
の
大
学
と
協
力
し
て
教
育
研
究
を
行
い
、
基
礎
医
学
及

び
社
会
医
学
に
関
す
る
優
れ
た
研
究
者
の
養
成
を
重
点
的
に
担
お
う
と
す
る
場
合
の
当
該
医
学

部
に
お
け
る
三
人
以
内
の
増
加 

２ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
を
審
査
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
学

則
を
変
更
す
る
年
度
に
お
け
る
全
国
の
大
学
の
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計
数
の
見
込
み

が
九
千
四
百
三
十
人
を
超
え
な
い
範
囲
で
認
可
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
に
掲
げ
る
基
準
の
ほ
か
、
当
該
大
学
に
係

る
地
域
に
お
け
る
社
会
的
な
医
師
の
養
成
に
係
る
需
要
に
照
ら
し
た
大
学
の
医
学
部
に
係
る
収
容



定
員
の
状
況
に
照
ら
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
四
条 

第
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
お

け
る
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
大
学
が
行

お
う
と
す
る
地
域
に
お
け
る
薬
剤
師
の
確
保
の
た
め
の
教
育
内
容
及
び
薬
剤
師
が
不
足
す
る
と
見

込
ま
れ
る
地
域
の
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
将
来
勤
務
し
よ
う
と
す
る
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関

す
る
学
科
の
学
生
に
対
す
る
修
学
資
金
の
貸
与
そ
の
他
の
支
援
（
第
一
条
第
七
項
の
文
部
科
学
大

臣
が
別
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
区
域
の
都
道
府
県
が
行
う
も
の
又
は
当
該
都
道
府
県
の
知
事

が
認
め
た
も
の
に
限
る
。）
の
内
容
（
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変

更
に
あ
っ
て
は
、
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県

が
作
成
す
る
計
画
に
当
該
大
学
の
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
入
学
定
員
等
の
増
加
と
し
て
記
載

さ
れ
た
人
数
の
支
援
に
必
要
な
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
。）
に
照
ら
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
五
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
法
科
大
学
院
に
係
る
収
容
定

員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
法
科
大
学
院
に
係
る
収
容
定
員
増
を
行

お
う
と
す
る
大
学
が
、
当
該
大
学
の
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
増
加

を
行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
り
認
可

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
増
加
後
の
当
該
大
学
の
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
が
、
令
和
元
年
度
の
当
該
大
学

の
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
の
う
ち
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
入
学
す
る
予
定
の
者
と

し
て
募
集
が
行
わ
れ
た
数
（
当
該
増
加
を
行
う
年
度
の
前
年
度
ま
で
に
、
当
該
大
学
の
法
科
大

学
院
に
係
る
入
学
定
員
減
に
つ
い
て
他
の
大
学
の
法
科
大
学
院
が
次
号
に
規
定
す
る
増
加
に
よ

り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
令
和
元
年
度

の
当
該
大
学
の
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
の
う
ち
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
入
学
す
る

予
定
の
者
と
し
て
募
集
が
行
わ
れ
た
数
か
ら
当
該
他
の
大
学
の
法
科
大
学
院
の
増
加
の
人
数
を

減
じ
た
数
）
以
下
と
な
る
場
合
の
当
該
増
加 

二 

法
科
大
学
院
の
教
育
と
司
法
試
験
等
と
の
連
携
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

三
十
九
号
）
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
学
識
等
を
涵
養
す
る
た
め
の
教
育

に
つ
い
て
優
れ
た
実
績
を
有
す
る
法
科
大
学
院
が
、
令
和
二
年
度
以
降
に
他
の
大
学
の
法
科
大

学
院
が
行
っ
た
入
学
定
員
減
の
人
数
以
内
で
行
う
増
加 

２ 

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
の
審
査
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
に
お
け
る
全
国
の
大

学
の
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
の
う
ち
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
に
入
学
す
る
予
定
の
者
と

し
て
募
集
が
行
わ
れ
た
数
の
総
数
を
超
え
な
い
範
囲
で
認
可
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
及
び
第
二
条
に
掲
げ
る
基
準
の
ほ
か
、
当

該
大
学
の
法
科
大
学
院
に
係
る
地
域
に
お
け
る
法
科
大
学
院
の
収
容
定
員
の
状
況
に
照
ら
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。 

第
六
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
既
設
の
医
師
、
歯
科
医
師
、

薬
剤
師
、
獣
医
師
若
し
く
は
船
舶
職
員
の
養
成
に
係
る
学
部
若
し
く
は
学
部
の
学
科
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
医
学
部
等
」
と
い
う
。）
又
は
既
設
の
法
科
大
学
院
を
廃
止
し
、
そ
の
職
員
組
織
等
を

基
に
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学
院
の
設
置
又
は
既
設
の
医
学
部
等
若
し
く
は
法
科
大
学
院
の

収
容
定
員
増
を
行
お
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
置
又
は
収
容
定
員
増
を
し
た
後
の
当

該
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
が
、
廃
止
す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科

大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計
（
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
の
収
容
定
員
増
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
廃
止
す
る
既
設
の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
及
び
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設

の
医
学
部
等
又
は
法
科
大
学
院
に
係
る
入
学
定
員
等
の
合
計
）
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
第
一
条
第

一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
三
条
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
可
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
廃
止
す
る
、
又
は
収
容
定
員
増
を
行
う
既
設
の
医
学
部
等
に
係
る
入
学
定
員

等
に
、
第
三
条
に
基
づ
く
収
容
定
員
増
を
行
っ
た
人
数
が
含
ま
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
収
容

定
員
増
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
設
置
又
は
収
容
定
員
増
に
限
り
認
可
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
お
け
る
医
学
部
の
設
置
又
は
収
容
定
員
増
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
条
に
掲
げ
る
基
準
の
ほ
か
、
当
該
医
学
部
に
係
る
地
域
に
お

け
る
社
会
的
な
医
師
の
養
成
に
係
る
需
要
に
照
ら
し
た
大
学
の
医
学
部
に
係
る
収
容
定
員
の
状
況

に
照
ら
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

令
和
三
年
度
の
大
学
等
の
入
学
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
数
に
つ

い
て
は
、
収
容
定
員
充
足
率
（
第
一
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
附
則
第
四
項
に
お

い
て
同
じ
。）
の
算
定
に
当
た
り
学
生
の
数
に
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能

力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）
で
あ
る
感
染
症
を
い
う
。）
の
病
原

体
に
感
染
し
た
こ
と
又
は
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
当
該
大
学
等
の
入
学

者
を
選
抜
す
る
た
め
の
試
験
を
予
定
の
日
に
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当
該
大
学
等
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
後
日
行
わ
れ
た
試
験
を
受
験
し
て
合
格
し
、
入
学
し
た
者 

二 

令
和
三
年
二
月
十
三
日
に
発
生
し
た
福
島
県
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

地
域
の
交
通
機
関
が
復
旧
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
当
該
大
学
等
の
入
学
者
を
選
抜
す

る
た
め
の
試
験
を
予
定
の
日
に
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当
該
大
学
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
後
日
行
わ
れ
た
試
験
を
受
験
し
て
合
格
し
、
入
学
し
た
者 

３ 

令
和
六
年
度
に
お
い
て
、
医
学
部
に
係
る
入
学
定
員
等
に
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
増
加

を
行
う
こ
と
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
増
（
令
和
七
年
度
に
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
期
間
を

付
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。）
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
大
学
が
行
う
当
該

認
可
の
申
請
の
審
査
に
関
し
て
は
、
第
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、適
用
し
な
い
。 



４ 

令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度
の
大
学
等
の
入
学
者
の
う
ち
、
附
則
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す

る
者
の
数
に
つ
い
て
は
、
収
容
定
員
充
足
率
の
算
定
に
当
た
り
学
生
の
数
に
含
ま
な
い
も
の
と
す

る
。 

附 
則
（
平
一
七
・
三
・
三
一
文
科
告
五
二
） 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
一
八
・
三
・
三
一
文
科
告
五
一
） 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
一
九
・
三
・
三
〇
文
科
告
五
〇
） 

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
二
〇
・
九
・
三
〇
文
科
告
一
五
三
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
実
施
す
る
。 

附 

則
（
平
二
一
・
一
一
・
一
一
文
科
告
一
七
二
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
二
二
・
一
一
・
一
〇
文
科
告
一
四
七
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
二
三
・
一
一
・
一
四
文
科
告
一
五
八
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
二
四
・
一
一
・
一
九
文
科
告
一
六
三
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
二
五
・
二
・
二
八
文
科
告
二
一
） 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
二
五
・
一
一
・
一
一
文
科
告
一
五
六
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
二
六
・
一
〇
・
七
文
科
告
一
四
九
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
二
七
・
九
・
一
八
文
科
告
一
五
四
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
二
十
九
年
度
の
大
学
の
開
設
等
（
改
正
後
の
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
大
学
の
開
設
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
係
る
認
可
の
申
請
に
対
す
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
一
・
一
五
」
と
あ
り
、
及
び
「
一
・
一
〇
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
三
〇
」
と
、

「
一
・
〇
五
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
二
五
」
と
し
、
平
成
三
十
年
度
の
大
学
の
開
設
等
に
係
る
認
可

の
申
請
に
対
す
る
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
一
・
一
五
」
と
あ
る
の
は
「
一
・

二
五
」
と
、「
一
・
一
〇
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
二
〇
」
と
、「
一
・
〇
五
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
一

五
」
と
す
る
。 

附 

則
（
平
二
七
・
一
〇
・
一
文
科
告
一
六
二
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
二
八
・
一
〇
・
三
文
科
告
一
三
八
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
二
九
・
九
・
二
九
文
科
告
一
二
六
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
三
〇
・
一
〇
・
九
文
科
告
八
四
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
元
・
一
〇
・
二
文
科
告
七
四
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
元
・
一
〇
・
三
〇
文
科
告
九
五
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
二
年
度
に
お
い
て
認
可
を
行
う
申
請
の
審
査
か
ら

適
用
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
令

和
元
年
度
に
申
請
が
行
わ
れ
る
も
の
に
対
す
る
改
正
後
の
第
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
当
該
認
可
の
申
請
を
す
る
年
度
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
元
年
度
又
は

令
和
二
年
度
の
い
ず
れ
か
の
年
度
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。）
か
ら
」
と
、

「
当
該
認
可
の
申
請
を
す
る
年
度
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
平
均
入
学
定
員
超
過
率
に
係
る

基
準
年
度
に
お
い
て
」
と
す
る
。 

附 

則
（
令
元
・
一
〇
・
三
一
文
科
告
九
七
） 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
一

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

令
和
三
年
四
月
一
日
前
に
さ
れ
た
令
和
三
年
度
以
降
の
法
科
大
学
院
の
設
置
の
認
可
の
申
請
又

は
学
校
教
育
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
二
十
八
号
）
附
則
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
令
和
三
年
度
以
降
の
法
科
大
学
院
に
係
る
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認

可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
条
及
び
第
二
条
に

掲
げ
る
基
準
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
四

条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
審
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
失
効
） 

３ 

第
一
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力

を
失
う
。 

附 

則
（
令
二
・
一
〇
・
二
九
文
科
告
一
三
五
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則
（
令
三
・
二
・
一
二
文
科
告
九
） 

こ
の
告
示
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
令
和
三
年
二
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
三
・
五
・
二
八
文
科
告
八
八
） 



こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
三
・
九
・
一
文
科
告
一
五
三
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則
（
令
三
・
十
一
・
十
七
文
科
告
一
九
二
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
四
・
八
・
三
文
科
告
一
〇
六
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
四
・
九
・
三
〇
文
科
告
一
二
九
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
大
学
の
設
置
等
（
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及

び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
大
学
の
設
置
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
認
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
対
す
る
改

正
後
の
第
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

令
和
五
年
度
に
行
お
う
と
す
る
国
際
連
携
学
科
等
の
設
置
等
（
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年

文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
五
十
条
第
一
項
、
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二

十
一
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
、
専
門
職
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十

三
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
及
び
専
門
職
短
期
大
学
設
置
基
準
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第

三
十
四
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
連
携
学
科
の
設
置
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和

四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十

五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
連
携
専
攻
の
設
置
並
び

に
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
課
程
の
変
更
を
い
う
。）
及
び
令
和
六
年
度
に
行
お
う
と
す
る
大
学
の
設

置
等
の
認
可
の
申
請
（
令
和
六
年
三
月
以
後
に
申
請
が
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）
に
係
る
審
査
に

対
す
る
第
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
項
並
び
に
附
則
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
が
、」
と
あ
る
の
は
「
又
は
平
均
入
学
定
員
超
過
率
（
大
学
、

短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
令
和

四
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

平
均
入
学
定
員
超
過
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
、」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
収
容
定
員
充
足
率
」

と
あ
る
の
は
「
収
容
定
員
充
足
率
又
は
平
均
入
学
定
員
超
過
率
」
と
、
附
則
第
二
項
及
び
第
四
項
中

「
の
算
定
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
平
均
入
学
定
員
超
過
率
の
算
定
」
と
、「
学
生
」
と
あ
る
の
は
「
学

生
又
は
入
学
者
」
と
す
る
。 

４ 

改
正
後
の
第
一
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年
度
に
行
お
う
と
す

る
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
に
係
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

附 

則
（
令
五
・
二
・
二
十
八
文
科
告
八
抄
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
五
・
三
・
二
十
九
文
科
告
三
四
抄
） 

（
施
行
期
日
等
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
次
条
の
規
定
は
、

令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
令

和
七
年
四
月
一
日
前
に
さ
れ
た
令
和
七
年
度
以
降
に
行
お
う
と
す
る
薬
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科

の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
「
臨
床
薬
学

に
関
す
る
学
科
」
と
い
う
。）
の
設
置
及
び
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
増
に
係
る
学
則

変
更
（
次
条
に
お
い
て
「
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
」
と
い
う
。）
の
認
可
の
申
請
に
つ

い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
大
学
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校

の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
第
一
条
及
び
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
審
査
を
行
う
も

の
と
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
に
行
お
う
と
す
る
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置

等
の
認
可
の
申
請
の
う
ち
、
令
和
五
年
十
月
一
日
に
お
い
て
現
に
当
該
申
請
に
つ
い
て
の
意
思
の

決
定
及
び
そ
の
内
容
の
公
表
（
当
該
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類
の
刊
行
物
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。）
並
び
に
当
該
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
設
置
等
を
す
る
た
め
に
必
要
な
校
舎
等
の
施
設
又

は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
に
関
す
る
契
約
の
締
結
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
係
る
審
査
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。 

（
検
討
） 

第
三
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後

の
規
定
の
施
行
の
状
況
並
び
に
地
域
及
び
社
会
に
お
け
る
薬
剤
師
の
養
成
に
係
る
需
要
に
照
ら
し

た
臨
床
薬
学
に
関
す
る
学
科
の
収
容
定
員
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則
（
令
五
・
六
・
二
一
文
科
告
五
二
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
五
・
九
・
一
文
科
告
一
〇
一
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
六
・
九
・
二
文
科
告
一
二
八
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
六
・
十
一
・
二
十
六
文
科
告
一
五
八
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則
（
令
七
・
九
・
二
十
四
文
科
告
一
一
一
） 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


